
令和４年５月 

島根県松江県土整備事務所

県道 松江木次線にかかる道路規制のお知らせ 

初夏の候、皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃

より、県の土木行政にご理解ご協力を頂きありがとうございます。 

さて、松江市忌部町地内において、県道松江木次線の災害復旧工事に着手し

ました。つきましては、下記のとおり、交通規制を予定しておりますので、沿

線の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、早期の復旧のため、ご理解ご協力

をよろしくお願いいたします。 

記 

   規制内容 ： 終日片側交互通行 

（朝、晩の通勤時間帯は、渋滞の恐れがあります。） 

規制期間 ： 令和４年６月１３日（月）～７月８日（金） 

規制位置 ： 松江市東忌部町大川端地内 

（才ノ峠から1km松江側） 

※渋滞が予想される時間帯については、迂回路の通行をご検討ください。

※規制に当たっては、期間の短縮に努めますが、期間が前後する場合 

があります。詳細については、現地看板にてお知らせします。 

連絡先  

発注者 松江県土整備事務所土木工務第三課 細田 0852-32-5751 

受注者  (株)佐々木建設  豊島 090-6842-5915 
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迂回路の例 ※朝晩の通勤時間帯に渋滞が予想されます。広域迂回にご協力をお願いします。

木次から：国道54号・松江自動車道により「宍道」経由

規制位置×


